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○
国
土
交
通
省
令
第

号

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号
）
第
五
章
の
規
定
に
基
づ
き
、
解
体

工
事
業
に
係
る
登
録
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

解
体
工
事
業
に
係
る
登
録
等
に
関
す
る
省
令

（
都
道
府
県
知
事
へ
の
通
知
）

第
一
条

解
体
工
事
業
者
が
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
更
新
の
申
請
期
限
）

第
二
条

解
体
工
事
業
者
は
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
が

現
に
受
け
て
い
る
登
録
の
有
効
期
間
満
了
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
当
該
登
録
の
更
新
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
申
請
書
の
様
式
）

第
三
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

解
体
工
事
業
者
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
そ
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
営
業
に
関
し
成

年
者
と
同
一
の
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
法
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号

に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二

登
録
申
請
者
が
選
任
し
た
技
術
管
理
者
が
第
七
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

登
録
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
役
員
を
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
能
力
を
有
し
な
い
未
成

年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
を
含
む
。
）
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

四

登
録
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
記
簿
謄
本

五

登
録
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

六

登
録
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
役
員
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年

者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面



- 3 -

七

登
録
申
請
者
が
選
任
し
た
技
術
管
理
者
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

２

法
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
前
項
第
一
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
号
と
す
る
。

３

第
一
項
第
二
号
の
書
面
は
、
実
務
の
経
験
を
証
す
る
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
使
用
者
の
証
明
書
そ
の
他
当
該
事
項
を
証

す
る
に
足
り
る
書
面
と
す
る
。

４

第
一
項
第
三
号
の
略
歴
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
号
と
す
る
。

（
登
録
簿
の
様
式
）

第
五
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
解
体
工
事
業
者
登
録
簿
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
六
条

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
が
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
変
更
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

登
記
簿
謄
本
又
は
住
民
票
の
抄
本
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る

書
面

二

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
商
業
登
記
の
変
更
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

登
記
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簿
謄
本

三

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

登
記
簿
謄
本
並
び
に
新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
住
民

票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
書
面

四

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

新
た
に
法
定
代
理
人
と
な
っ
た
者
に
係
る
住
民
票
の
抄
本
又

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
書
面

五

法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

新
た
に
選
任
さ
れ
た
技
術
管
理
者
に
係
る
住
民
票
の
抄
本
又

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面

（
技
術
管
理
者
の
基
準
）

第
七
条

法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

解
体
工
事
に
関
し
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和

十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業



- 5 -

し
た
後
四
年
以
上
又
は
同
法
に
よ
る
大
学
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含
む
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る

専
門
学
校
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
卒
業
し
た
後
二
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
在
学
中
に
土
木

工
学
（
農
業
土
木
、
鉱
山
土
木
、
森
林
土
木
、
砂
防
、
治
山
、
緑
地
又
は
造
園
に
関
す
る
学
科
を
含
む
。
）
、
建
築
学

、
都
市
工
学
、
衛
生
工
学
又
は
交
通
工
学
に
関
す
る
学
科
（
次
号
に
お
い
て
「
土
木
工
学
等
に
関
す
る
学
科
」
と
い
う
。

）
を
修
め
た
も
の

ロ

解
体
工
事
に
関
し
八
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ハ

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
に
よ
る
技
術
検
定
の
う
ち
検
定
種
目
を
一
級
の
建
設
機
械
施
工
若
し
く

は
二
級
の
建
設
機
械
施
工
（
種
別
を
「
第
一
種
」
又
は
「
第
二
種
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
一
級
の
土
木
施
工
管

理
若
し
く
は
二
級
の
土
木
施
工
管
理
（
種
別
を
「
土
木
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
一
級
の
建
築
施
工
管
理
若
し

く
は
二
級
の
建
築
施
工
管
理
（
種
別
を
「
建
築
」
又
は
「
躯
体
」
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
も
の
に
合
格
し
た

者
ニ

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
に
よ
る
一
級
建
築
士
又
は
二
級
建
築
士
の
免
許
を
受
け
た
者
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ホ

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
に
よ
る
技
能
検
定
の
う
ち
検
定
職
種
を
一
級
の
と
び

・
と
び
工
と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
又
は
検
定
職
種
を
二
級
の
と
び
若
し
く
は
と
び
工
と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
後

解
体
工
事
に
関
し
一
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ヘ

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
技
術
部
門
を
建
設
部
門
と
す
る
も
の

に
合
格
し
た
者

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
実
施
す
る
講
習
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
講
習
を
受
講

し
た
も
の

イ

解
体
工
事
に
関
し
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
後
三
年
以
上
又
は
同
法
に

よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
後
一
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
在
学
中
に
土
木
工
学
等
に

関
す
る
学
科
を
修
め
た
も
の

ロ

解
体
工
事
に
関
し
七
年
以
上
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

三

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
試
験
に
合
格
し
た
者

四

国
土
交
通
大
臣
が
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た
者
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２

前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
講
習
又
は
試
験
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
講
習
等
」
と
い
う
。
）
の
指
定
は

、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
実
施
す
る
講
習
等
に
つ
い
て
行
う
。

一

職
員
、
講
習
等
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
講
習
等
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
講
習
等
の
適
正
か
つ
確

実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
講
習
等
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
が
あ

る
こ
と
。

三

講
習
等
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
講
習
等
が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ

が
な
い
こ
と
。

３

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
講
習
を
実
施
す
る
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
講
習

の
名
称
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

講
習
を
実
施
す
る
者

講
習
の
名
称
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名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

社
団
法
人
全
国
解
体
工
事
業
団
体
連
合
会

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
四
丁
目
一
番
三
号

解
体
工
事
施
工
技
術
講
習

４

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
試
験
を
実
施
す
る
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
試
験

の
名
称
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

試
験
を
実
施
す
る
者

試
験
の
名
称

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

社
団
法
人
全
国
解
体
工
事
業
団
体
連
合
会

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
四
丁
目
一
番
三
号

解
体
工
事
施
工
技
士
試
験
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（
標
識
の
掲
示
）

第
八
条

法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

登
録
年
月
日

三

技
術
管
理
者
の
氏
名

２

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
解
体
工
事
業
者
が
掲
げ
る
標
識
は
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
九
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
解
体
工
事
業
者
が
備
え
る
帳
簿
の
記
載
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

注
文
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

施
工
場
所

三

着
工
年
月
日
及
び
竣
工
年
月
日

四

工
事
請
負
金
額

五

技
術
管
理
者
の
氏
名
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２

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
解
体
工
事
業
者
が
備
え
る
帳
簿
は
、
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等

」
と
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
解
体
工
事
業
者
の
営
業
所
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明

確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
前
項
の
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
の
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
含
む
。
）
は
、
解

体
工
事
ご
と
に
作
成
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
建
設
業
法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
又
は
そ
の
写
し
（

当
該
工
事
が
対
象
建
設
工
事
の
全
部
又
は
一
部
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
書
面
又
は
そ
の
写
し
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

建
設
業
法
第
十
九
条
第
三
項
又
は
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
項

に
掲
げ
る
事
項
又
は
請
負
契
約
の
内
容
で
当
該
各
項
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
も
の
の
変
更
の
内
容
が
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
当
該
営
業
所
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機

器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
前
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
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き
る
。

６

解
体
工
事
業
者
は
、
第
二
項
の
帳
簿
（
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク

等
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
た
書
類
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又

は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
含
む
。
）
を
各
事
業
年
度
の
末
日
を
も
っ
て
閉
鎖
す
る
も
の
と
し
、
閉
鎖
後
五
年
間
当
該
帳
簿
及
び

添
付
書
類
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
九
条
第
四
項
中
法
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
又
は
そ
の
写
し
に
係
る
部
分
及
び
同
条
第
五
項

中
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
部
分
は
、
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。


